
官庁営繕事業における一貫したＢＩＭ活用に関する検討会 設置規約 

 

令和４年１０月２４日 決定 

（趣旨） 

第１条 官庁営繕事業における設計から施工、維持管理まで一貫したＢＩＭの活用促

進に向け、ＥＩＲ（発注者情報要件）の作成手法及び積算段階のＢＩＭ活用に

関し、学識経験者及び業界団体からの意見等を踏まえた課題の把握及び今後の

方策の検討を行うため、官庁営繕部に「官庁営繕事業における一貫したＢＩＭ

活用に関する検討会」（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（委員) 

第２条 検討会の委員は、別紙に掲げる者とする。 

２ 検討会の委員は、必要に応じて追加を行うことができる。 

 

（座長） 

第３条 検討会には座長を置く。 

２ 検討会の座長は、検討会に属する学識経験者の中から選任する。 

 

（検討会の議事） 

第４条 検討会の議事は原則として非公開とする。 

２ 検討会の議事概要については、検討会終了後速やかに作成の上、内容につい

て委員に確認を得た後、国土交通省ホームページにおいて公開する。 

 

（参考人の出席） 

第５条 検討会は、座長が必要と認めるときは、参考人を招いて意見を聞くことがで

きる。 

 

（守秘義務） 

第６条 検討会委員及び参考人は、検討会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も同様とする。 

 

（事務局） 

第７条 検討会の事務局は、国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室に置

く。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長がこ

れを定める。 
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